
平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日
提
出

質

問

第

一

二

号

我
が
国
巡
視
船
の
損
害
賠
償
請
求
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

秋

葉

賢

也

12



我
が
国
巡
視
船
の
損
害
賠
償
請
求
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
九
月
七
日
に
尖
閣
諸
島
沖
で
我
が
国
巡
視
船
と
中
国
漁
船
の
衝
突
事
件
が
発
生
し
て
か
ら
一
年
が
経
過
し
た
。
中
国
側

は
依
然
と
し
て
尖
閣
諸
島
の
領
有
を
国
際
法
上
の
根
拠
な
く
主
張
し
て
お
り
、
八
月
に
は
中
国
の
漁
業
監
視
船
が
尖
閣
諸
島
周

辺
の
我
が
国
領
海
内
に
侵
入
す
る
事
案
が
発
生
し
た
。
衝
突
事
件
に
対
し
て
は
、
中
国
政
府
の
謝
罪
は
お
ろ
か
、
中
国
漁
船
に

衝
突
さ
れ
た
巡
視
船
「
よ
な
く
に
」
及
び
「
み
ず
き
」
へ
の
損
害
賠
償
も
い
ま
だ
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
事

件
を
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
風
化
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
日
本
国
政
府
に
お
い
て
は
、
主
権
国
家
と
し
て
、
事
件
解
決
に
向
け
て

粘
り
強
く
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

右
と
内
閣
衆
質
一
七
七
第
五
〇
号
（
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

前
国
会
に
提
出
し
た
質
問
第
五
〇
号
で
、
巡
視
船
の
損
害
賠
償
請
求
を
、
い
つ
頃
、
誰
に
対
し
て
実
施
す
る
予
定
な
の
か

問
う
た
と
こ
ろ
、
前
回
答
弁
書
で
は
、
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
四
号
）
（
以
下

「
債
権
管
理
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
本
年
二
月
十
日
に
、
海
上
保
安
庁
第
十
一
管
区
海
上
保
安
本
部
か
ら
中
国
漁
船

の
船
長
（
以
下
、
本
名
の
�
其
雄
に
基
づ
き
「
�
氏
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
損
害
額
に
つ
い
て
の
納
入
告
知
書
を
送
付

し
た
と
答
弁
し
て
い
る
。

一



�

債
権
管
理
法
の
第
十
三
条
第
二
項
は
、
政
府
は
、
納
入
告
知
書
で
指
定
さ
れ
た
期
限
を
経
過
し
て
も
な
お
納
入
が
履
行

さ
れ
な
い
場
合
に
は
履
行
を
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
�
氏
に
送
付
さ
れ
た
納
入
告
知
書
に
は

右
の
期
限
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
指
定
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
当
該
期
限
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
期
限

が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

本
年
三
月
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
馳
浩
衆
議
院
議
員
提
出
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七

七
第
九
三
号
）
で
は
、
納
入
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
督
促
状
を
郵
送
す
る
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
督
促
状

は
、
納
入
告
知
書
で
指
定
さ
れ
た
期
限
を
経
過
次
第
、
速
や
か
に
郵
送
さ
れ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
納
入

の
履
行
に
期
限
が
な
い
場
合
に
は
、
ど
の
程
度
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
督
促
状
を
郵
送
す
る
つ
も
り
な
の
か
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

�

債
権
管
理
法
で
は
、
督
促
状
を
郵
送
し
て
相
当
の
期
間
が
経
過
し
て
も
な
お
履
行
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
第
十
五
条
で

強
制
履
行
の
請
求
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
債
権
の
保
全
措
置
と
し
て
、
第
十
八
条
第
一
項
で
は
、
債
務
者

に
担
保
の
提
供
若
し
く
は
保
証
人
の
保
証
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
同
条
第
二
項
で
は
、
我
が
国
の
法
務
大
臣

に
対
し
て
仮
差
押
等
の
手
続
を
と
る
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
政
府
は
、
�
氏
に
督
促
状

二



を
郵
送
し
て
も
な
お
履
行
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
右
の
よ
う
な
措
置
を
速
や
か
に
実
施
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
債
権
管
理

法
に
則
っ
た
政
府
に
よ
る
今
後
の
対
処
方
針
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

昨
年
九
月
二
十
八
日
付
の
中
国
系
香
港
紙
・
文
匯
報
に
は
、
巡
視
船
に
衝
突
し
た
漁
船
「
�
晋
漁
五
一
七
九
」
の

「
オ
ー
ナ
ー
」
が
、
今
後
も
同
船
の
船
長
に
�
氏
を
起
用
し
た
い
と
発
言
し
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

（
�
）

右
報
道
に
関
連
し
て
、
政
府
は
、
「
�
晋
漁
五
一
七
九
」
に
船
長
（
�
氏
）
と
は
別
人
物
の
右
「
オ
ー
ナ
ー
」

が
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

一
般
的
に
、
我
が
国
の
漁
船
が
巡
視
船
に
故
意
に
衝
突
し
、
巡
視
船
に
損
傷
を
負
わ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

漁
船
の
船
長
に
損
害
額
の
支
払
能
力
が
な
く
、
船
長
と
は
別
に
漁
船
の
所
有
者
又
は
船
長
の
使
用
者
が
い
た
場

合
、
海
上
保
安
庁
は
右
の
二
者
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
政
府
の
見
解
を
う
か
が
い
た
い
。

（
�
）

（
�
）
及
び
（
�
）
に
関
連
し
て
、
「
�
晋
漁
五
一
七
九
」
に
右
報
道
に
掲
載
さ
れ
た
よ
う
な
「
オ
ー
ナ
ー
」

又
は
�
氏
の
使
用
者
が
い
た
場
合
、
政
府
は
右
の
二
者
に
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
か
政
府
の
見
解
を
う
か
が
い

た
い
。

二

本
年
八
月
二
十
四
日
早
朝
、
中
国
の
漁
業
監
視
船
「
漁
政
三
一
〇
〇
一
」
及
び
「
漁
政
二
〇
一
」
が
、
尖
閣
諸
島
周
辺
の
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我
が
国
領
海
内
に
侵
入
し
、
尖
閣
諸
島
は
中
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
旨
を
主
張
す
る
事
案
が
発
生
し
た
。

�

平
成
十
三
年
度
以
降
、
中
国
の
漁
業
監
視
船
が
、
尖
閣
諸
島
周
辺
の
我
が
国
領
海
内
に
侵
入
し
た
件
数
を
年
度
別
に
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

中
国
側
の
行
為
は
、
国
際
法
上
の
無
害
通
航
と
は
到
底
み
な
し
得
な
い
行
為
で
あ
り
、
今
回
の
事
案
に
お
い
て
、
我
が

国
は
松
本
外
務
大
臣
（
当
時
）
及
び
佐
々
江
外
務
事
務
次
官
が
、
程
永
華
駐
日
中
国
大
使
を
個
別
に
呼
ん
で
抗
議
を
し
再

発
防
止
を
強
く
求
め
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
中
国
側
に
自
制
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
我
が
国
と
し
て
も
、
実
効
性
を

伴
う
再
発
防
止
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
政
府
の
今
後
の
対
処
方
針
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。
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